
平成28年の光化学スモッグの発生状況

平成28年12月

平
成
28
年
の
光
化
学
ス
モ
ッ
グ
の
発
生
状
況

平
成
28
年
12
月

古紙パルプ配合率70％白色度70％
再生紙を使用しています



 

  はじめに 

 

  都は、大気汚染防止法第２３条及び都民の健康と安全を確保する環境に関する条

例第１４６条から第１４８条までの規定により、光化学オキシダントによる大気の

汚染が人の健康に影響を及ぼすおそれがある事態が発生したときは、その事態を一

般に周知するとともに、ばい煙を排出する者に対しその排出量の減少措置を勧告し、

自動車等を使用する者に対し自動車の運行の制限について協力を求めるなど大気汚

染緊急時の措置を実施しています。 

 都では、光化学スモッグによる被害の防止を図るため、オキシダントに係る緊急

時における知事の措置及びその他関連する必要な事項を「東京都大気汚染緊急時対

策実施要綱（オキシダント）」に定め、オキシダント濃度が緊急時の発令基準以上

となった場合、光化学スモッグ注意報等を発令しています。 

  この報告書は、平成２８年４月から１０月までにおける光化学スモッグの発生状

況を取りまとめたものです。 

 

 

     平成２８年１２月   

                        東京都環境局環境改善部 

 











































































(11) 光化学スモッグによると思われる被害届出数(年別・発令地域別）
（人）

千 代 田 区
中 央 区
港 区 1
江 東 区
江 戸 川 区 90
台 東 区
墨 田 区
荒 川 区 2
足 立 区 137 1
葛 飾 区 16
新 宿 区 6
文 京 区
中 野 区 21
杉 並 区 16 2 2

豊 島 区
北 区 56 2
板 橋 区
練 馬 区 10 6
品 川 区
目 黒 区
大 田 区
世 田 谷 区 1
渋 谷 区
武 蔵 野 市 14 4 2
小 平 市 3 11 46
東 村 山 市
西 東 京 市 52
東 大 和 市
清 瀬 市 8
東 久 留 米 市
武 蔵 村 山 市
立 川 市 55
三 鷹 市 1
府 中 市
昭 島 市
調 布 市
小 金 井 市
国 分 寺 市
国 立 市 12
狛 江 市
青 梅 市
福 生 市
羽 村 市
あ き る 野 市
瑞 穂 町
日 の 出 町
奥 多 摩 町
檜 原 村
八 王 子 市 191 94 6
町 田 市 36
日 野 市 25
多 摩 市
稲 城 市 15
合      計 410 12 159 247 2 0 94 0 18 0 0 2 0 0 0

（注）福祉保健局調べ
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（12）光化学スモッグ注意報の発令日と最高気温 
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(13) 光化学スモッグによると思われる被害届出状況

 年 被害          　　　　   被　害　届　出　内　容     オキシダント濃度

平成 者計 月日 被害場所 人数 職業等 　　　　　　　被害場所・症状   地域  ppm 最寄りの測定局

28 0

27 0

26 0

25 2 7/10 杉並区 2 高校生 校庭クラブ活動中、喉の痛み、せき、息苦しさ 区西部 0.141 杉並区久我山

24 0

23 0
9/11 国立市 12 中学生

運動場ｸﾗﾌﾞ活動後　目・喉の痛み、せき、息苦しさ
　　　　　　　　　　熱っぽい

多摩中部 0.127 立川市泉町

7/21 八王子市 6 中学生 校庭・体育館ｸﾗﾌﾞ活動中　せき、息苦しさ 多摩南部 0.123 八王子市片倉町

21 0

20 94 9/13 八王子市 94
中学生 93
教員    1

校庭・体育館ｸﾗﾌﾞ活動中　せき、息苦しさ
　　　　　　　　　　　　喉の痛み、目の痛み

多摩南部 0.168 八王子市片倉町

19 0

18 2 7/14 荒川区 2 高校生 校庭部活動中　息苦しさ、せき、頭痛、熱、倦怠感 区北部 0.154 荒川区南千住

17 247 9/2 杉並区 2 中学生 教室　眼のﾁｶﾁｶ、目の痛み、頭痛 0.179 杉並区久我山

練馬区 1 中学生 校庭ｸﾗﾌﾞ活動中　喉の痛み、息苦しさ、せき 0.191 練馬区石神井台

武蔵野市 2 幼稚園児 屋外　眼のﾁｶﾁｶ、せき、息苦しさ 0.201 武蔵野市関前

小平市 46 小学生 プール　目の痛み、喉の痛み、せき、息苦しさ 0.198 小平市小川町

八王子市 4 中学生 教室　眼のﾁｶﾁｶ、目の痛み、喉の痛み 多摩南部 0.166 八王子市片倉町

9/1 145 高校生 校庭ｸﾗﾌﾞ活動中　目の痛み、喉の痛み、息苦しさ

42 中学生 校庭ｸﾗﾌﾞ活動中　喉の痛み、せき、目の痛み

7/15 練馬区 5 小学生 校庭　目のﾁｶﾁｶ、喉の痛み、せき、頭痛、息苦しさ 区西部 0.18 中野区若宮

16 159 7/16 中野区 21 小学生 プール　目のﾁｶﾁｶ、喉の痛み、せき、頭痛 区西部 0.132 中野区若宮

7/15 江戸川区 90 小学生 プール　目の痛み、喉の痛み、息苦しさ 区東部 0.22 江戸川区南葛西

新宿区 6 中学生 部活　目の痛み、喉の痛み、息苦しさ 区西部 0.102 国設東京新宿

7/13 清瀬市 8 小学生、職員 運動場　喉の痛み、頭痛、目のﾁｶﾁｶ　 多摩北部 0.166 清瀬市上清戸

7/7 練馬区 10 高校生 放課後　目の痛み、息苦しさ、倦怠感 区西部 0.17 練馬区石神井台

足立区 1 保育園児 帰宅後　目の痛み、喉の痛み、発熱 区北部 0.162 足立区西新井

6/24 北区 2 中学生 屋外体育後　喉の痛み、息苦しさ 区西部 0.158 板橋区氷川

杉並区 16 小学生 屋上授業中　目の痛み、頭痛、吐き気 区西部 0.133 杉並区久我山

世田谷区 1 小学生 教室　眼のﾁｶﾁｶ 区南部 0.131 世田谷区世田谷

武蔵野市 4 小学生 屋外　眼のﾁｶﾁｶ 多摩北部 0.14 武蔵野市関前

15 12 9/3 小平市 11 小学生 プール　喉・目の痛み、せき、息苦しい、頭痛 多摩北部 0.128 小平市小川町

8/22 港区 1 成人女性 自宅窓開放　喉の痛み、吐き気、眼のﾁｶﾁｶ 区東部 0.093 港区白金

14 410 8/6 足立区 20 高校生 運動場　喉の痛み、息苦しい、熱っぽい 区北部 0.181 荒川区南千住

武蔵野市 1 小学生 プール　喉の痛み 多摩北部 0.162 武蔵野市関前

8/ 5 稲城市 4 中学生 テニスコート　喉の痛み、せき、息苦しい 多摩南部 0.153 府中市宮西町

7/12 葛飾区 12 小学生 教室・体育館・ﾌﾟーﾙ　　眼・喉が痛い、眼のﾁｶﾁｶ 区北部 0.113 葛飾区鎌倉

7/4 葛飾区 4 中学生 運動場　喉・目の痛み、せき、涙 区北部 0.196 葛飾区鎌倉

足立区 117 小学生 プール・運動場　喉の痛み、せき、息苦しい 区北部 0.165 足立区西新井

北区 56 中学生 運動場　喉・目のいたみ、せき、息苦しい 区西部 0.171 板橋区氷川

西東京市 52 小学生 プール・運動場　喉・目の痛み、せき、息苦しさ 多摩北部 0.211 西東京市田無町

小平市 3 小学生 運動場　喉の痛み息苦しさ 多摩北部 0.207 小平市小川町

武蔵野市 13 小学生 運動場　喉の痛み 多摩北部 0.175 杉並区久我山

三鷹市 1 成人女性 自宅ベランダ　喉の痛み 多摩中部 0.176 武蔵野市関前

立川市 55 小学生 プール　喉の痛み、せき、息苦しさ 多摩中部 0.199 立川市錦町

稲城市 11 中学生 運動場　喉・目の痛み、せき、手のしびれ 多摩南部 0.182 町田市能ヶ谷

日野市 25 小学生 プール　喉の痛み、せき、吐き気 多摩南部 0.199 立川市錦町

6/5 町田市 36 中学生 運動場　喉・目の痛み、吐き気 多摩南部 0.114 町田市中町

13 52 6/4 国立市 3 高校生 屋内剣道場　喉・目の痛み、頭痛、吐き気 多摩中部 0.122 立川市錦町

町田市 20 中学生 運動場　   せき、息苦しい 多摩南部 0.106 町田市能ヶ谷町

6/26 三鷹市 29 小学生 プール　　 せき、喉の痛み 多摩中部 0.153 調布市深大寺南

12 16 6/16 葛飾区 12 小学生 ﾌﾟｰﾙ、教室　喉・目の痛み、せき、息苦しい 区北部 0.112 葛飾区鎌倉

8/22 武蔵野市 1  学生 路上　　息苦しい、吐き気、耳鳴り 多摩北部 0.148 武蔵野市関前

三鷹市 2 画家他 車中・自宅　目の痛み・涙・チカチカ、喉の痛み 多摩中部 0.132 小金井市本町

9/22 三鷹市 1 自営業 自宅　　目の痛み・チカチカ、喉の痛み、頭痛 多摩中部 0.148 小金井市本町

 （注）１　被害者は福祉保健局調べ

       ２  オキシダント濃度は、被害が発生した場所の最寄りの測定局の濃度（発生時刻）

22 18

0.19 八王子市片倉町

区西部

多摩北部

八王子市 多摩南部
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（単位：日　但し被害届は人）  

4 5 6 7 8 9 10 計 4 5 6 7 8 9 10 計 4 5 6 7 8 9 10 計

東京 6 2 8 2 3 5

神奈川 6 2 8 3 4 7

千葉

埼玉 1 1 7 4 11 2 3 3 8

群馬

栃木

茨城 1 1 2 3 5 1 2 5 8

山梨

東京 4 1 5 1 1 9 3 14 1 2 5 1 9

神奈川 4 1 1 6 1 1 6 2 10 3 5 1 9

千葉 1 1 2 1 2 7 5 15 1 2 5 4 12

埼玉 1 1 2 9 5 16 3 7 3 13

群馬 1 1 2 2 3 4 9 1 3 3 3 10

栃木 1 1 1 3 2 2 1 2 2 5

茨城 2 2 1 4 4 9

山梨 1 1 1 1 2 4 6

東京

神奈川

千葉 2 2

埼玉

群馬

栃木 19 19 26 26

茨城

山梨

（注）　空欄は０を示す。

(14) 東京都及び近県における光化学スモッグ発令状況及び被害状況

注
　
　
意
　
　
報

被
　
　
害
　
　
届

予
　
　
　
　
報

平成28年 平成27年 平成26年
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３ 東京都大気汚染緊急時対策実施要綱（オキシダント）等 

 

(1) 東京都大気汚染緊急時対策実施要綱（オキシダント） 

 

（目的） 

第１ この要綱は、大気汚染防止法（昭和43年法律第97号。以下「法」という。）第23条及び都民 

  の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成12年東京都条例第215号。以下「条例」とい

  う。)第146条から第148条の規定に基づき、オキシダントに係る緊急時（以下「緊急時」とい

  う。）における知事の措置並びにその他関連する必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（測定方法及び測定場所） 

第２ 緊急時に係るオキシダントの大気中における含有率は、大気汚染防止法施行規則（昭和46年 

  厚生省・通商産業省令第１号）第18条に規定する測定方法により測定するものとし、別表１に 

  掲げる測定場所（以下「基準測定点」という。）で行う。 

 

（監視） 

第３ 緊急時に係る大気汚染状況の監視は、基準測定点における測定結果について毎時行う。 

 

（気象情報等の収集） 

第４ 緊急時に係る必要な気象情報等は、基準測定点、立体測定局（東京タワー）、気象庁及び関 

  係県から収集する。 

 

（緊急時の区分） 

第５ 緊急時は、光化学スモッグ予報、光化学スモッグ注意報、光化学スモッグ警報及び光化学ス 

  モッグ重大緊急報に区分し、その状況に応じ、発令及び解除を行う。 

 

（緊急時の発令及び解除の基準） 

第６ 緊急時の発令及び解除は、別表２に定める基準により行う。 

   ただし、日の入後の緊急時の発令措置は行わない。また、日の入時刻を過ぎれば緊急時の措 

  置を解除することができる。 

 

（緊急時の地域及び基準測定点） 

第７ 緊急時の発令及び解除は、別表３に掲げる発令地域ごとに、基準測定点の測定結果に基づき 

  行う。 

 

（緊急時の発令及び解除の決定） 

第８ 発令及び解除の決定は、光化学スモッグ予報及び光化学スモッグ注意報については、環境改 

  善部大気保全課長又は大気保全課長があらかじめ指定した環境改善部課長級職員が行い、光化 

  学スモッグ警報及び光化学スモッグ重大緊急報については、環境改善部長が行う。 

 

（協力工場等） 

第９ 緊急時において、燃料使用量の削減（これに準ずる措置を含む。以下同じ。）を行う工場・
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事業場（以下「燃料削減協力工場等」という。）は、原則として施設定格能力合計１時間当た

り１ｋℓ以上（重油換算）の工場又は事業場とし、揮発性有機化合物の排出を抑制する工場・

事業場（以下「ＶＯＣ抑制協力工場等」という。）は大気汚染防止法第１７条の４揮発性有機

化合物排出施設の設置の届出をしている工場又は事業場とする。  

       

（緊急時の措置） 

第10 緊急時においては、図１に掲げる手法により、図１に掲げる機関を通じて情報の周知を行う 

  とともに、次の各号に掲げる措置を行う。 

 

  (1) 都民に対する注意事項 

    光化学スモッグ注意報以上の緊急時においては、次の事項について都民に注意するよう周 

   知する。 

   ① 屋外になるべく出ないようにする。 

   ② 屋外運動はさしひかえるようにする。 

   ③ 光化学スモッグの被害を受けた人は、最寄りの保健所に連絡する。 

 

  (2) 光化学スモッグ予報時における協力等 

    光化学スモッグ予報を発令したときは、別表４の協力地域内の燃料削減協力工場等に対

し、燃料使用量の削減（これに準ずる措置を含む。以下同じ。）により、ばい煙の排出量を

減少するよう自主的協力を求め、自動車等を使用する者に対し、不要不急の目的により自

動車等を使用しないよう協力を求める。 

    

  (3) 光化学スモッグ注意報時における勧告等 

    光化学スモッグ注意報を発令したときは、協力地域内の燃料削減協力工場等に対して、

ばい煙の排出量の減少を図るため、燃料使用量を通常使用量の 20 パーセント程度削減する

よう勧告するとともに、ＶＯＣ抑制協力工場等に対して、揮発性有機化合物の排出を抑制

するよう自主的協力を求め、自動車等を使用する者に対し、当該地域を通過しないよう協

力を求める。 

 

  (4) 光化学スモッグ警報時における勧告等 

    光化学スモッグ警報を発令したときは、協力地域内の燃料削減協力工場等に対して、ば

い煙の排出量の減少を図るため、燃料使用量を通常の使用量の 40 パーセント程度削減する

よう勧告するとともに、ＶＯＣ抑制協力工場等に対して、揮発性有機化合物の排出量を削

減するよう施設等の使用の制限を勧告し、自動車等を使用する者に対し、当該地域を通過

しないよう協力を求める。 

  

  (5) 光化学スモッグ重大緊急報時における命令等 

    光化学スモッグ重大緊急報を発令したときは、協力地域内の燃料削減協力工場等に対し、

ばい煙の排出量の減少を図るため、燃料使用量を通常使用量の 40 パーセント以上削減する

よう命令するとともに、ＶＯＣ抑制協力工場等に対して、揮発性有機化合物の排出量を削

減するよう施設等の使用の制限を命令する。なお、自動車等を使用する者に対しては、東

京都公安委員会に道路交通法の規定による措置をとるべきことを要請する。 
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（削減計画及び削減報告） 

第 11 第 10 の規定による措置を行うに当たっては、燃料削減協力工場等に対して燃料使用量の

削減計画を、ＶＯＣ抑制協力工場等に対しては揮発性有機化合物の排出を抑制する措置方法

の提出を求める。また、緊急時の発令日毎に、協力地域内の燃料削減協力工場等が実施した

燃料使用量の削減等について、ＶＯＣ抑制協力工場等が実施した揮発性有機化合物の排出の

抑制措置等についてファクシミリ等により措置状況の報告を求める。 

 

（光化学スモッグ学校情報） 

第12 児童、生徒の被害を未然に防止するため、関係区市町村等に対して次に掲げる基準により、 

  光化学スモッグ学校情報を提供する。 

   (1) 提供基準 

    基準測定点において、オキシダントの大気中における含有率が100万分の0.1以上である 

   状態になり、気象条件からみてその状態が継続又は悪化すると認められるとき。 

 

  (2)  解除基準 

    上記の情報提供後基準測定点において、オキシダントの大気中における含有率が100万分 

      の0.1未満になることが気象条件から見て明らかであるとき。 

 

（情報の周知及び提供方法） 

第13 第10及び第12に定めるもののほか、インターネット（携帯電話）、電子メール、テレホンサ

－ビス及びファクシミリ等の電気通信設備により情報の周知及び提供を行う。 

 

（被害発生時の調査） 

第14 被害の発生時、必要な場合においては、発生地域周辺の状況調査を行う。 

 

（区市等への協力要請） 

第15 第10に規定する緊急時の措置等を行うに当たっては、関係区市町村等に対し、必要な協力を 

  求める。 

 

（国及び関係県との相互協力） 

第16 この要綱の実施に当たっては、国及び関係県と連絡を緊密にして、適正な運用を図る。 
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   附  則 

この要綱は、昭和４７年４月１５日から実施する。 

  附  則 

この要綱は、昭和４７年８月２８日から実施する。 

  附  則 

この要綱は、昭和４８年４月２日から実施する。ただし、基準測定点のうち、渋谷、中野、府中、 

調布及び小平については、昭和４８年６月１日から実施する。 

  附  則 

この要綱は、昭和４９年９月９日から実施する。 

  附  則 

この要綱は、昭和４９年１１月５日から実施する。 

  附  則 

この要綱は、昭和４９年１２月５日から実施する。 

  附  則 

この要綱は、昭和５０年９月１日から実施する。 

  附  則 

この要綱は、昭和５１年４月１日から実施する。 

  附  則 

この要綱は、昭和５１年６月１４日から実施する。 

  附  則 

この要綱は、昭和５３年４月１日から実施する。 

  附  則 

この要綱は、昭和５６年３月１日から実施する。 

  附  則 

この要綱は、昭和５９年１１月１５日から実施する。 

  附  則 

この要綱は、平成４年４月１日から実施する。 

  附  則 

この要綱は、平成５年４月１日から実施する。 

 

  附  則 

この要綱は、平成７年４月１日から実施する。 

  附  則 

この要綱は、平成８年４月１日から実施する。 

  附  則 

この要綱は、平成９年４月１日から実施する。 

  附  則 

この要綱は、平成１０年４月１日から実施する。 

  附  則 

この要綱は、平成１１年４月１日から実施する。 

  附  則 

この要綱は、平成１２年４月１日から実施する。 
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  附  則 

この要綱は、平成１３年４月１日から実施する。 

 ただし、都からの情報を受けて各区市町村が実情に応じて行う大気汚染緊急時の周知（光化学 

  スモッグ学校情報を含む｡）については、平成１４年４月１日から実施する。 

  附  則 

この要綱は、平成１５年４月１日から実施する。 

  附  則 

この要綱は、平成１６年９月１日から実施する。 

  附  則 

この要綱は、平成１９年４月１日から実施する。 

  附  則 

この要綱は、平成２０年４月１日から実施する。 

  附  則 

この要綱は、平成２１年４月１日から実施する。 

附  則 

この要綱は、平成２２年４月１日から実施する。 

附  則 

この要綱は、平成２２年１２月１日から実施する。 

附  則 

この要綱は、平成２３年４月１日から実施する。 

附  則 

この要綱は、平成２５年４月１日から実施する。 

附  則 

この要綱は、平成２６年４月１日から実施する。 

附  則 

この要綱は、平成２８年４月１日から実施する。 
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